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地域型保育事業の認可について 

 

１ 認可予定事業について 

 

◎地域型保育事業（事業の詳細は「参考資料１」参照） 

平成２９年４月１日に開所を予定している下記地域型保育事業（８事業）につ

いて，「児童福祉施設等事業者選定委員会」における審査の結果，事業者として決

定し，認可に向けた準備を進めている（別紙２参照）。 

 

【平成２９年４月１日認可・開所予定】 

（参考）既存施設の拡充 

区域 拡充内容 実施主体 施設名称 定員増（３号） 

北東部 増 築 （福）愛育千種会 岩曽保育園 ４名 

 

 

２ 計画の進捗状況について 

 

施設整備により供給体制の確保を図る３号認定こども９９０人分のうち，平成２７年

度に３６２人分，平成２８年度に１４９人分，合わせて５１１人分を確保している。 

区域 事業 申込主体 施設名称（仮称） 定員（３号） 

本庁 小規模Ａ （学）さくら学園 さくらベビースクール １２名 

本庁 小規模Ａ ｴｽ･ｴｽ･ﾋﾞｰﾏｰﾊﾞﾙ（株） きらら保育園宇都宮桜 １９名 

東部 小規模Ａ （福）愛親会 柳田保育園 １９名 

西部 小規模Ａ （株）どりーむ就 あい・あい保育園 １９名 

北東部 小規模Ａ （学）岡本学園 岡本地域型保育園 １９名 

南西部 小規模Ａ （学）石嶋教育会 すずめこども園 若松原保育園 １９名 

南西部 小規模Ａ 大関 仁子 ひまわり地域型保育園 １９名 

南西部 小規模Ｂ （福）蓬愛会 小規模保育園にここ １９名 

   合計 １４５名 

資料２ 
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区域 

Ｈ２９年度末までの確保目標数 現時点での確保数 目標達成

に向けた

必要数 

(①－②) 

認定こども園移行 

増築・分園等 

地域型の新設 

認可外の認可化 
計(①) 

Ｈ２７ 

確保数 

Ｈ２８ 

確保予定数 
計(②)  

北西部区域 

（篠井・富谷） 
０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

西部区域 

（国本・宝木・城山） 
３０人 ２９人 ５９人 １２人 １９人 ３１人 ２８人 

本庁区域 

（本庁） 
１００人 １７２人 ２７２人 １４９人 ３１人 １８０人 ９２人 

北東部区域 

（豊郷・河内） 
２０人 ４４人 ６４人 １９人 ２３人 ４２人 ２２人 

南東部区域 

（瑞穂野・横川） 
６０人 １３４人 １９４人 ５０人 ０人 ５０人 １４４人 

東部区域 

（平石・清原） 
８０人 １１４人 １９４人 ５２人 １９人 ７１人 １２３人 

南西部区域 

（姿川・陽南・雀宮） 
１１０人 ９７人 ２０７人 ７８人 ５７人 １３５人 ７２人 

上河内区域 

（上河内） 
０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

市域全域 

（居宅訪問型） 
０人 ０人 ０人 ２人 ０人 ２人 △２人 

計 ４００人 ５９０人 ９９０人 ３６２人 １４９人 ５１１人 ４７９人 
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宇都宮市子ども・子育て支援事業計画について 

 

１ 供給体制の確保について 

 

宇都宮市子ども・子育て支援事業計画（Ｈ２７．３策定）における，供給体制の確

保については以下のとおり。 

（１） 計画期間 

    平成２７年度～平成３１年度 

（２） 提供区域 

   ・ 利用者の移動範囲，既存施設の配置，

区域内施設の利用率のバランスのと

れた区域として，８区域を設定 

   ・ 北西部区域（篠井・富屋），上河内

地域を除く６区域において，３号認定

子どもの供給量が不足している。 

 

（３） 供給体制確保の目標量 

平成２９年度末までの待機児童の解消を目指すため，本市の全市的な需給計

画として，３号認定子ども（０～２歳保育の必要あり）１，４９６人分（平成

２７年度との比較）の供給体制の確保を図る。 

 

２ 供給体制の確保方策について 

 

（１） 特定教育・保育施設（認定こども園，幼稚園，保育所）による確保 

   ・ 利用定員の見直し ５０６人分 … ① 

   ・ 施設整備等    ４００人分 … ② 

（２） 地域型保育事業（小規模保育，事業所内保育事業等）による確保 

   認可外施設の認可施設移行や小規模保育施設等の新設 ５９０人分 … ③ 

 

⇒ 平成２７年度，２８年度の２か年の施設整備により，９９０人分（上記②と

③の合計）の供給体制の確保を図る。 

 

参考 


